
平成 24年度 清和大学 教員免許更新講習会 シラバス 

開 講 日 平成 24年 10月 20日（土） 講 習 時 間 9 : 0 0～ 1 6 : 0 0 講 義 室 1201教室 

開 講 区 分 選択：教育の充実に関する事項 科 目 名 学校をめぐる法と裁判 

担当講師名 手塚 一郎 所 属 清和大学 時 間 数 6時間 形 態 講  義 

講 習 概 要 学校をめぐる紛争解決のための法制度と裁判の現状 

到 達 目 標 実際の学校をめぐる訴訟（主として損害賠償請求訴訟）の分析を通じて紛争回避に不可欠な法的知識を修得する。 

講 習 内 容 

. 

 １．学校をめぐる紛争の諸類型 

 ２．学校をめぐる紛争解決に関する法制度の概観 

 ３．近時の学校をめぐる紛争に関する裁判 

 ４．判決から読み取る紛争回避の方途 

評価方法 筆記試験による。 

履修上の注意 紛争に関する個別相談（いわゆる法律相談）をお受けすることはできませんので予めご了承ください。 

 


